
○
新
規
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
届
出
等
に
関
す
る
省
令

（
昭
和
四
十
九
年
四
月
十
五
日

厚
生
省
・
通
商
産
業
省
令
第
一
号
）

〔
沿
革
〕
昭
和
四
九
年
六
月
七
日
厚
生
・
通
商
産
業
省
令
第
二
号
、
五
八
年
七
月
三
〇

日
第
一
号
、
六
二
年
一
月
一
〇
日
第
一
号
、
平
成
二
年
二
月
二
日
第
一
号
、

九
年
三
月
二
六
日
第
一
号
、
一
〇
年
三
月
三
〇
日
第
一
号
、
一
二
年
一
一
月

二
九
日
第
三
号
、
一
三
年
三
月
三
〇
日
厚
生
労
働
・
経
済
産
業
・
環
境
省
令

第
三
号
、
一
五
年
二
月
三
日
第
一
号
、
一
五
年
四
月
三
〇
日
第
二
号
、
一
六

年
一
月
一
九
日
第
一
号
、
一
七
年
一
月
一
一
日
第
一
号
改
正

最

終

改

正

平

成

二

十

二

年

二

月

一

日

厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
一
号

（
用
語
）

第
一
条

こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の

規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
新
規
化
学
物
質
の
製
造
等
に
係
る
届
出
）

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
の
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
様
式

第
一
の
届
出
書
を
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ

と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

新
規
化
学
物
質
の
名
称

二

新
規
化
学
物
質
の
構
造
式
又
は
示
性
式
（
い
ず
れ
も
不
明
の
場
合
は
、
そ
の
製

法
の
概
略
）

三

新
規
化
学
物
質
の
物
理
化
学
的
性
状
及
び
成
分
組
成

四

新
規
化
学
物
質
の
用
途

五

新
規
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
の
開
始
後
三
年
間
に
お
け
る
毎
年
の
製
造
予

定
数
量
又
は
輸
入
予
定
数
量

六

新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
新
規
化
学
物
質

を
製
造
す
る
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地
、
新
規
化
学
物
質
を
輸
入
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
新
規
化
学
物
質
が
製
造
さ
れ
る
国
名
又
は
地
域
名

（
外
国
に
お
け
る
製
造
者
等
の
新
規
化
学
物
質
の
製
造
等
に
係
る
届
出
）

第
二
条
の
二

法
第
七
条
第
一
項
の
届
出
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

様
式
第
一
の
二
の
届
出
書
を
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提

出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

新
規
化
学
物
質
の
名
称

二

新
規
化
学
物
質
の
構
造
式
又
は
示
性
式
（
い
ず
れ
も
不
明
の
場
合
は
、
そ
の
製

法
の
概
略
）

三

新
規
化
学
物
質
の
物
理
化
学
的
性
状
及
び
成
分
組
成

四

新
規
化
学
物
質
の
用
途

五

新
規
化
学
物
質
の
本
邦
へ
の
輸
出
開
始
後
三
年
間
に
お
け
る
毎
年
の
輸
出
予
定

数
量

六

新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
新
規
化
学
物
質

を
製
造
す
る
事
業
所
名
及
び
そ
の
所
在
地
、
新
規
化
学
物
質
を
輸
出
し
よ
う
と
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
新
規
化
学
物
質
が
製
造
さ
れ
る
国
名
又
は
地
域
名

（
新
規
化
学
物
質
の
製
造
等
の
届
出
を
要
し
な
い
こ
と
の
確
認
に
係
る
申
出
）

第
三
条

法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

あ
ら
か
じ
め
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
様
式
に
よ
る
申
出
書
及
び
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
確
認
書
を
厚
生
労
働
大

臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
申
し
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す

様
式
第
二

様
式
第
三

る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
九
年
政
令
第
二
百
二

号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第

一
号

二

令
第
三
条
第
一
項
第
二
号

様
式
第
四

様
式
第
五



三

令
第
三
条
第
一
項
第
三
号

様
式
第
六

様
式
第
七

（
確
認
を
受
け
た
新
規
化
学
物
質
に
係
る
報
告
）

第
三
条
の
二

法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
者
は
、
毎
年

度
六
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
度
に
お
け
る
当
該
新
規
化
学
物
質
の
取
扱
状
況
に
つ
い

て
様
式
第
八
に
よ
る
報
告
書
を
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
前
年
度
に
当
該
新
規
化
学
物
質
を
製
造
せ

ず
、
輸
入
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

（
少
量
新
規
化
学
物
質
の
確
認
に
係
る
申
出
）

第
四
条

法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

毎
年
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
期
間
に
、
第
一
号
に
掲
げ
る
期
間
に
つ
い

て
は
当
該
期
間
の
属
す
る
年
の
四
月
一
日
か
ら
、
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ

る
期
間
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
属
す
る
月
の
翌
月
一
日

か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
期
間
の
属
す
る
年
の
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
し
、

又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
、
様
式
第
九
の
申
出
書
及
び
そ

の
写
し
を
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ

つ
て
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

一
月
二
十
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

二

六
月
一
日
か
ら
同
月
十
日
ま
で

三

九
月
一
日
か
ら
同
月
十
日
ま
で

四

十
二
月
一
日
か
ら
同
月
十
日
ま
で

２

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
そ
の
製
造
予
定
数
量
又
は
輸
入
予
定
数
量
に
つ

い
て
、
法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
の
確
認
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

一
の
新
規
化
学
物
質
に
係
る
前
項
第
一
号
の
期
間
に
な
さ
れ
た
申
出
に
係
る
製

造
予
定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量
を
合
計
し
た
数
量
が
一
ト
ン
を
超
え
る
場
合
当

該
新
規
化
学
物
質
に
係
る
同
号
の
期
間
に
な
さ
れ
た
申
出
に
係
る
製
造
予
定
数
量

又
は
輸
入
予
定
数
量

二

一
の
新
規
化
学
物
質
に
係
る
前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
期
間
に
な
さ
れ
た
申

出
に
係
る
製
造
予
定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量
を
合
計
し
た
数
量
（
法
第
五
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
係
る
製
造
予
定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量
を
含
む
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
一
ト
ン
を
超
え
る
場
合

当
該
新
規
化
学
物

質
に
係
る
前
項
第
二
号
の
期
間
に
な
さ
れ
た
申
出
に
係
る
製
造
予
定
数
量
又
は
輸

入
予
定
数
量

三

一
の
新
規
化
学
物
質
に
係
る
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
期
間
に
な
さ
れ

た
申
出
に
係
る
製
造
予
定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量
を
合
計
し
た
数
量
が
一
ト
ン

を
超
え
る
場
合

当
該
新
規
化
学
物
質
に
係
る
前
項
第
三
号
の
期
間
に
な
さ
れ
た

申
出
に
係
る
製
造
予
定
数
量
又
は
輸
入
予
定
数
量

四

一
の
新
規
化
学
物
質
に
係
る
前
項
各
号
の
期
間
に
な
さ
れ
た
申
出
に
係
る
製
造

予
定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量
を
合
計
し
た
数
量
が
一
ト
ン
を
超
え
る
場
合

当

該
新
規
化
学
物
質
に
係
る
前
項
第
四
号
の
期
間
に
な
さ
れ
た
申
出
に
係
る
製
造
予

定
数
量
又
は
輸
入
予
定
数
量

（
高
分
子
化
合
物
の
確
認
に
係
る
申
出
）

第
四
条
の
二

法
第
三
条
第
一
項
第
六
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
新
規
化
学
物
質
に
つ
い
て
、

様
式
第
十
の
申
出
書
及
び
そ
の
写
し
を
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境

大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
低
生
産
量
新
規
化
学
物
質
の
審
査
の
特
例
に
係
る
申
出
）

第
四
条
の
三

法
第
五
条
第
一
項
の
申
出
は
、
法
第
三
条
第
一
項
の
届
出
を
す
る
際
に
、

様
式
第
十
一
の
申
出
書
を
様
式
第
一
の
届
出
書
に
添
付
し
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済

産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
低
生
産
量
新
規
化
学
物
質
の
確
認
に
係
る
申
出
）

第
四
条
の
四

法
第
五
条
第
四
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
二
項
又

は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
申
出
に
係
る
新
規
化
学
物
質
が
同
条
第
二
項
第
一
号

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
日
（
以
下
「
通
知
日
」
と
い
う
。
）

の
属
す
る
年
度
（
以
下
「
通
知
年
度
」
と
い
う
。
）
に
当
該
新
規
化
学
物
質
を
製
造

し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
様
式
第
十
二
の
申
出
書
及
び
そ
の
写
し
を

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
申
し

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
五
条
第
四
項
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
通
知
年
度
の
翌
年
度
以
降
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の
年
度
に
当
該
新
規
化
学
物
質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
毎

年
、
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
年
度
の
前
年
度
の
三
月
一
日
か
ら
同
月
十

日
ま
で
の
期
間
に
、
様
式
第
十
二
の
申
出
書
及
び
そ
の
写
し
を
厚
生
労
働
大
臣
、
経

済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

通
知
日
が
三
月
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
通
知
年
度
の
翌
年
度
に
当
該
新
規
化
学
物

質
を
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
「
三
月
一
日
か
ら
同
月
十
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
通
知
日
か
ら
十
日
を

経
過
し
た
日
ま
で
」
と
す
る
。

４

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
そ
の
製
造
予
定
数
量
又
は
輸
入
予
定
数
量
に
つ

い
て
、
法
第
五
条
第
四
項
の
確
認
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一

一
の
新
規
化
学
物
質
に
係
る
第
一
項
の
申
出
を
し
た
日
ま
で
に
な
さ
れ
た
申
出

に
係
る
製
造
予
定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量
を
合
計
し
た
数
量
（
法
第
三
条
第
一

項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
係
る
製
造
予
定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
十
ト
ン
を
超
え
る
場
合

当
該
新
規
化

学
物
質
に
係
る
第
一
項
の
申
出
に
係
る
製
造
予
定
数
量
又
は
輸
入
予
定
数
量

二

一
の
新
規
化
学
物
質
に
係
る
第
二
項
の
期
間
に
な
さ
れ
た
申
出
に
係
る
製
造
予

定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量
を
合
計
し
た
数
量
が
十
ト
ン
を
超
え
る
場
合

当
該

新
規
化
学
物
質
に
係
る
第
二
項
の
期
間
に
な
さ
れ
た
申
出
に
係
る
製
造
予
定
数
量

又
は
輸
入
予
定
数
量

三

一
の
新
規
化
学
物
質
に
係
る
第
二
項
及
び
第
三
項
の
期
間
に
な
さ
れ
た
申
出
に

係
る
製
造
予
定
数
量
及
び
輸
入
予
定
数
量
を
合
計
し
た
数
量
が
十
ト
ン
を
超
え
る

場
合

当
該
新
規
化
学
物
質
に
係
る
第
三
項
の
期
間
に
な
さ
れ
た
申
出
に
係
る
製

造
予
定
数
量
又
は
輸
入
予
定
数
量

（
低
生
産
量
新
規
化
学
物
質
の
審
査
の
継
続
）

第
四
条
の
五

法
第
五
条
第
七
項
の
申
出
は
、
様
式
第
十
二
の
申
出
書
に
同
条
第
八
項

の
試
験
の
試
験
成
績
を
添
付
し
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣

に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
届
出
等
）

第
四
条
の
六

法
第
三
条
第
一
項
の
届
出
、
法
第
五
条
第
一
項
及
び
第
七
項
の
申
出
、

第
三
条
の
申
出
並
び
に
第
三
条
の
二
の
報
告
（
以
下
「
届
出
等
」
と
い
う
。
）
を
行

お
う
と
す
る
者
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」
と
い
う
。
）

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
（
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業

大
臣
及
び
環
境
大
臣
の
指
定
す
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

と
、
届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線

で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
届
出
等
を

行
う
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
定
め
る
技

術
的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
届
出
等

を
行
お
う
と
す
る
者
が
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
告
示

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
を
入
力
す
る
こ
と
に
換
え
て
、

法
令
の
規
定
に
基
づ
き
添
付
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
を
提
出
す
る
こ
と

を
妨
げ
な
い
。

一

電
子
届
出
等
様
式
（
届
出
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
場
合
に

お
い
て
従
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
様
式
で
あ
つ
て
、
届
出
等
を
書
面
等
に
よ
り
行

う
と
き
に
従
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
様
式
（
以
下
「
書
面
届
出
等
様
式
」
と
い
う
。
）

に
記
載
す
べ
き
事
項
の
う
ち
、
届
出
等
の
名
称
、
届
出
等
を
行
う
日
付
、
届
出
等

を
行
う
相
手
方
の
名
称
、
届
出
等
を
行
う
者
の
住
所
、
届
出
等
を
行
う
者
の
氏
名

又
は
名
称
及
び
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
届
出
等
を
行
う

旨
の
表
示
を
記
録
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び

環
境
大
臣
の
指
定
す
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
か
ら
入
手
可
能
な

様
式
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
録
す
べ
き
事
項

二

書
面
届
出
等
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項
（
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）

三

当
該
届
出
等
を
書
面
等
に
よ
り
行
う
と
き
に
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
添
付
す
べ

き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
書
面
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
又
は
記
載
す
べ
き
事
項

で
あ
つ
て
、
前
号
に
掲
げ
る
事
項
を
除
い
た
も
の

２

前
項
の
届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
入
力
す
る
事
項
に

つ
い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
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二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
（
届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
が
電

子
署
名
を
行
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
当
該

届
出
等
を
行
お
う
と
す
る
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
作
成
す

る
電
磁
的
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
つ
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
一
項

及
び
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
他
の
法
令
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
登
記
官
が
作
成
し
た
電
子
証
明
書

二

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年

法
律
第
百
五
十
三
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
証
明
書

三

前
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境

大
臣
が
告
示
で
定
め
る
電
子
証
明
書

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
少
量
新
規
化
学
物
質
等
の
確
認
に
係
る
申
出

）

第
五
条

第
四
条
第
一
項
又
は
第
四
条
の
二
の
申
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
情
報
通

信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
申

出
を
行
う
と
き
は
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
申
出
を
行
お
う
と
す
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子

計
算
機
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
定
め
る
技
術

的
基
準
に
適
合
す
る
も
の
か
ら
入
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

電
子
届
出
等
様
式
に
記
録
す
べ
き
事
項

二

第
四
条
第
一
項
又
は
第
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
申
し
出
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ

て
い
る
事
項

２

前
項
の
申
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
入
力
す
る
事
項
に
つ

い
て
の
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、
当
該
電
子
署
名
に
係
る
電
子
証
明
書
で
あ
つ
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
併
せ
て
こ
れ
を
送
信
し
な
け
れ

ば
な

ら
な
い
。

一

商
業
登
記
法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
登
記
官
が

作
成
し
た
電
子
証
明
書

二

電
子
署
名
に
係
る
地
方
公
共
団
体
の
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項

に
規
定
す
る
電
子
証
明
書

三

前
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境

大
臣
が
定
め
る
電
子
証
明
書

第
六
条

前
条
の
入
力
は
、
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）

に
基
づ
く
日
本
工
業
規
格
（
以
下
「
日
本
工
業
規
格
」
と
い
う
。
）
Ｘ
〇
二
〇
八
附

属
書
一
で
規
定
す
る
方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
の
入
力
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
〇
一
及
び
Ｘ
〇
二
〇
八
に
規
定
す
る
図

形
文
字
並
び
に
日
本
工
業
規
格
Ｘ
〇
二
一
一
に
規
定
す
る
制
御
文
字
の
う
ち
「
復
帰
」

及
び
「
改
行
」
を
用
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
氏
名
等
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
）

第
七
条

情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
三
条
第
四
項
に
お
け
る
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か

に
す
る
措
置
と
は
、
電
子
届
出
等
様
式
に
記
録
さ
れ
た
情
報
に
電
子
署
名
を
行
い
、

第
四
条
の
六
第
二
項
各
号
及
び
第
五
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
電
子
証
明
書
を
当
該

申
出
と
併
せ
て
送
信
す
る
こ
と
を
い
う
。

（
申
出
者
コ
ー
ド
）

第
八
条

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め

申
出
者
確
認
コ
ー
ド
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
様
式
第
十
四
に
よ
り
記
載
し
た
書
面
を

提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
申
し
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
前
項
の
書
面
を
受
理
し
た

と
き
は
、
当
該
書
面
を
提
出
し
た
者
に
申
出
者
コ
ー
ド
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
申
出
を
行
つ
た
者
は
、
申
し
出
た
事
項
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
又
は
申

出
者
コ
ー
ド
の
使
用
を
廃
止
す
る
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
様
式
第
十
五
又

は
様
式
第
十
六
に
よ
り
そ
の
旨
を
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
昭
和
四
十
九
年
四
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
度
に
お
け
る
第
四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
属
す
る
月
の
翌
月
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一
日
か
ら
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
に
掲
げ
る
期
間
に
あ
つ
て
は
五
月
十
六
日
か
ら
、

第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
期
間
に
あ
つ
て
は
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
期

間
の
属
す
る
月
の
翌
月
一
日
か
ら
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
三
月
一
日
か
ら
同
月
十

日
」
と
あ
る
の
は
「
四
月
十
六
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
」
と
、
同
条
第
二
項
各
号
中

「
一
ト
ン
」
と
あ
る
の
は
「
八
百
七
十
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
」
と
す
る
。

附

則

（
平
成
一
六
年
一
月
一
九
日
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
度
に
法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ

る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
改
正
後
の
新
規
化
学
物
質
の
製
造
又
は

輸
入
に
係
る
届
出
等
に
関
す
る
省
令
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
同
号
中
「
一
月
二
十
日
」
と
あ
る
の
は
「
二
月
二
十
日
」
と
、
「
同
月
三
十

日
」
と
あ
る
の
は
「
翌
月
一
日
」
と
す
る
。

附

則

（
平
成
一
七
年
一
月
一
一
日
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
二
二
年
二
月
一
日
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規

定
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令様式（様式第１）

様式第１（第２条関係）

新規化学物質製造・輸入届出書

年 月 日

厚生労働大臣
経済産業大臣 殿
環 境 大 臣

氏名又は名称及び法人にあつ
ては、その代表者の氏名

印

住 所

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第３条第１項の規定により、新規化学物質の製造

又は輸入に係る届出等に関する省令第２条の規定に基づき次のとおり届け出ます。

１．新規化学物質の名称

２．新規化学物質の構造式又は示性式（いずれも不明な場合はその製法の概略）

３．新規化学物質の物理化学的性状及び成分組成

４．新規化学物質の用途

５．新規化学物質の製造又は輸入の開始後３年間における毎年の製造予定数量又は輸入予定数量

６．新規化学物質を製造しようとする場合にあつてはその新規化学物質を製造する事業所名及び

その所在地、新規化学物質を輸入しようとする場合にあつてはその新規化学物質が製造される

国名又は地域名

備考

１．用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２．新規化学物質の名称は、国際純正及び応用化学連合が制定した命名法（ＩＵＰＡＣ命名法）に

準拠して記入すること。

３．新規化学物質の構造式及び示性式が不明の場合は、製法の概略、物理化学的性状及び成分組成

を詳細に記載すること。

４．届出に係る新規化学物質が法第４条第１項各号のいずれに該当するかの判定に参考となるべ

き書類等を添付することができる。ただし、当該書類等は図表中の用語等軽微なものを除き日

本語により記載されるものとする。

５．化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第５条第１項の申出を行う場合には、様式第11

「低生産量新規化学物質の審査の特例申出書」を添付すること。

６．法人にあつては、届出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先を記載する

こと。

７．氏名を記載し、押印をすることに代えて、署名することができる。
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令様式（様式第１の２）

様式第１の２（第２条の２関係）

外国における製造者等の新規化学物質製造・輸出届出書

年 月 日

厚生労働大臣
経済産業大臣 殿
環 境 大 臣

氏名又は名称及び法人にあつ
ては、その代表者の氏名

印

住 所

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第７条第１項の規定により、新規化学物質の製造

又は輸入に係る届出等に関する省令第２条の２の規定に基づき次のとおり届け出ます。

１．新規化学物質の名称

２．新規化学物質の構造式又は示性式（いずれも不明な場合はその製法の概略）

３．新規化学物質の物理化学的性状及び成分組成

４．新規化学物質の用途

５．新規化学物質の本邦への輸出開始後３年間における毎年の輸出予定数量

６．新規化学物質を製造しようとする場合にあつてはその新規化学物質を製造する事業所名及び

その所在地、新規化学物質を輸出しようとする場合にあつてはその新規化学物質が製造される

国名又は地域名

備考

１．用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２．新規化学物質の名称は、国際純正及び応用化学連合が制定した命名法（ＩＵＰＡＣ命名法）に

準拠して記入すること。

３．新規化学物質の構造式及び示性式が不明の場合は、製法の概略、物理化学的性状及び成分組成

を詳細に記載すること。

４．届出に係る新規化学物質が法第７条第２項において準用する法第４条第１項各号のいずれに

該当するかの判定に参考となるべき書類等を添付することができる。ただし、当該書類等は図

表中の用語等軽微なものを除き日本語により記載されるものとする。

５．法人にあつては、届出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先を記載する

こと。

６．氏名を記載し、押印をすることに代えて、署名することができる。
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令様式（様式第２）

様式第２（第３条関係）

中間物としての新規化学物質製造(輸入)申出書

年 月 日

厚生労働大臣

経済産業大臣 殿

環 境 大 臣

氏名又は名称及び法人にあつ

ては、その代表者の氏名 印

住 所

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第３条の規定により、次のとおり申し出

ます。

１．新規化学物質の名称

２．新規化学物質の構造式又は示性式

（いずれも不明な場合はその製法の概略）

３．新規化学物質の物理化学的性状及び成分組成

４．新規化学物質の年間の製造( 輸入) 予定数量

５．新規化学物質を製造しようとする場合にあつ

てはその新規化学物質を製造する事業所名及

びその所在地（新規化学物質を輸入しようと

する場合にあつてはその新規化学物質が製造

される国名又は地域名）

６．新規化学物質を中間物として使用することが

確実である者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあつてはその代表者の氏名

７．新規化学物質を使用する事業所名及び所在地

８．新規化学物質の使用により製造される化学物

質の名称

９．その他参考となるべき事項

備考 １．用紙の大きさは、日本工業規格 4とすること。A
２．別紙として以下の書類を添付すること。

(1) 製造設備及び施設の状況を示す図面

(2) 製造時の取扱方法を説明した書面

(3) 製造に係る新規化学物質による環境の汚染を防止するための措置を説明した書面

(4) 製造（輸入）しようとする事業者における化学物質の管理体制を説明した書面

(5) 出荷形態及び出荷時における新規化学物質による環境の汚染を防止するための措

置を説明した書面

３．数量の単位はｋｇとし、小数点第１位を四捨五入して記入すること。

４．標題中の「製造」及び「輸入」のうち該当しない文字は、まつ消すること。

５．法人にあつては、申出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先を

記載すること。

６．氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

７．その他参考となるべき事項には、当該新規化学物質を用いて最終的に製造される物質

の用途及び名称を可能な限り記載するものとする。
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令様式（様式第３）

様式第３（第３条関係）

確 認 書

年 月 日

厚生労働大臣

経済産業大臣 殿

環 境 大 臣

氏名又は名称及び法人にあつ

ては、その代表者の氏名 印

住 所

新規化学物質である[申出物質名]が中間物として使用され、当該新規化学物質による環境の汚染

を防止するための必要な措置が講じられることを別紙のとおり確認します。

備考

１．用紙の大きさは、日本工業規格 4とすること。A

２．数量の単位はｋｇとし、小数点第１位を四捨五入して記入すること。

３．氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

別紙

１．中間物として使用する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の

氏名、担当部署、担当者氏名及び連絡先

２．使用に係る設備及び貯蔵の場所

３．使用に係る設備及び施設の状況を示す図面

４．１．の使用する者において新規化学物質が他の化学物質となるまでの経路及び新規化学

物質の予測される環境への放出量

５．取扱いにあたつて新規化学物質による環境の汚染を防止するために講じられる措置

６．１．の使用する者における化学物質の管理体制

７．１．の使用する者における新規化学物質の年間の使用予定数量

８．１．の使用する者が確認を受けたところに従つて使用していることを確認するための製

造（輸入）しようとする者における措置を説明した書面
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令様式（様式第４）

様式第４（第３条関係）

閉鎖系等用途としての新規化学物質製造(輸入)申出書

年 月 日

厚生労働大臣
経済産業大臣 殿
環 境 大 臣

氏名又は名称及び法人にあ
つては、その代表者の氏名

印

住 所

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第３条の規定により、次のとおり申し出ます。

１．新規化学物質の名称

２．新規化学物質の構造式又は示性式
（いずれも不明な場合はその製法の概略）
３．新規化学物質の物理化学的性状及び成分組
成

４．新規化学物質の年間の製造(輸入)予定数量

５．新規化学物質を製造しようとする場合にあ
つてはその新規化学物質を製造する事業所
名及びその所在地（新規化学物質を輸入し
ようとする場合にあつてはその新規化学物
質が製造される国名又は地域名）

６．新規化学物質を閉鎖系用途として使用する
ことが確実である者の氏名又は名称及び住
所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

７．新規化学物質を使用する事業所名及び所在
地

８.新規化学物質の用途

備考 １．用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２．別紙として以下の書類を添付すること。

(1) 製造設備及び施設の状況を示す図面

(2) 製造時の取扱方法を説明した書面

(3) 製造に係る新規化学物質による環境の汚染を防止するための措置を説明した書面

(4) 製造（輸入）しようとする者における化学物質の管理体制を説明した書面

(5) 出荷形態及び出荷時における新規化学物質による環境の汚染を防止するための措置
を説明した書面

３．数量の単位はｋｇとし、小数点第１位を四捨五入して記入すること。

４．標題中の「製造」及び「輸入」のうち該当しない文字は、まつ消すること。

５．法人にあつては、申出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先を記載
すること。

６．氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令様式（様式第５）

様式第５（第３条関係）

確 認 書

年 月 日

厚生労働大臣

経済産業大臣 殿

環 境 大 臣

氏名又は名称及び法人にあつ

ては、その代表者の氏名 印

住 所

新規化学物質である[申出物質名]が閉鎖系等用途として使用（施設又は設備の外へ排出されるお

それのない方法で使用）され、当該新規化学物質による環境の汚染を防止するための必要な措置が

講じられることを別紙のとおり確認します。

備考

１．用紙の大きさは、日本工業規格 4とすること。A

２．数量の単位はｋｇとし、小数点第１位を四捨五入して記入すること。

３．氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

別紙

１．閉鎖系等用途として使用する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表

者の氏名、担当部署、担当者氏名及び連絡先

２．使用に係る設備及び貯蔵の場所

３．使用に係る設備及び施設の状況を示す図面

４．１．の使用する者において新規化学物質の用途及び使用方法並びに新規化学物質の予測さ

れる環境への放出量

５．取扱いにあたつて新規化学物質による環境の汚染を防止するために講じられる措置

６．１．の使用する者における化学物質の管理体制

７．１．の使用する者における新規化学物質の年間の使用予定数量

８．１．の使用する者が確認を受けたところに従つて使用していることを確認するための製造

（輸入）しようとする者における措置を説明した書面
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令様式（様式第６）

様式第６（第３条関係）

輸出専用品としての新規化学物質製造(輸入)申出書

年 月 日

厚生労働大臣

経済産業大臣 殿

環 境 大 臣

氏名又は名称及び法人にあつ

ては、その代表者の氏名 印

住 所

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第３条の規定により、次のとおり申し出

ます。

１．新規化学物質の名称

２．新規化学物質の構造式又は示性式

（いずれも不明な場合はその製法の概略）

３．新規化学物質の物理化学的性状及び成分組成

４．新規化学物質の年間の製造( 輸入) 予定数量

５．新規化学物質を製造しようとする場合にあつ

てはその新規化学物質を製造する事業所名及

びその所在地（新規化学物質を輸入しようと

する場合にあつてはその新規化学物質が製造

される国名又は地域名）

６．新規化学物質を輸出しようとする国名又は地

域

７．新規化学物質を輸出することが確実である者

の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって

はその代表者の氏名

８．６．の国又は地域において新規化学物質を輸

入することが確実である者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあってはその代表者の氏

名

備考１．用紙の大きさは、日本工業規格 4とすること。A
２．別紙として以下の書類を添付すること。

(1) 製造設備及び施設の状況を示す図面

(2) 製造時の取扱方法を説明した書面

(3) 製造に係る新規化学物質による環境の汚染を防止するための措置を説明した書面

(4) 製造（輸入）しようとする者における化学物質の管理体制を説明した書面

(5) 出荷形態及び出荷時における新規化学物質による環境の汚染を防止するための措置

を説明した書面

３．数量の単位はｋｇとし、小数点第１位を四捨五入して記入すること。

４．標題中の「製造」及び「輸入」のうち該当しない文字は、まつ消すること。

５．法人にあつては、申出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先を記

載すること。

６．氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令様式（様式第７）

様式第７（第３条関係）

確 認 書

年 月 日

厚生労働大臣

経済産業大臣 殿

環 境 大 臣

氏名又は名称及び法人にあつ

ては、その代表者の氏名 印

住 所

新規化学物質である[申出物質名]が輸出専用品であることを別紙のとおり確認します。

備考

１．用紙の大きさは、日本工業規格 4とすること。A

２．数量の単位はｋｇとし、小数点第１位を四捨五入して記入すること。

３．氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

別紙

１．新規化学物質を輸出することが確実である者（以下「輸出者」という ）の氏名又は名称。

及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名、担当部署、担当者氏名及び連絡先

２．外国輸入者の名称、事業所名及び所在地

３．輸出者における新規化学物質の年間の輸出予定数量

４．輸出しようとする国又は地域における新規化学物質の審査の状況

５ 新規化学物質が確認を受けたところに従つて輸出されていることを確認するための製造 輸． （

入）しようとする者における措置を説明した書面
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令様式（様式第８）

様式第８（第３条の２関係）

新規化学物質製造（輸入）報告書

年 月 日

厚生労働大臣
経済産業大臣 殿
環 境 大 臣

氏名又は名称及び法人にあ
つては、その代表者の氏名

印

住 所

第３条第１項第１号

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 第３条第１項第２号 に該

第３条第１項第３号

当する場合の新規化学物質の取扱いについて、新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に

関する省令第３条の２の規定により、次のとおり報告します。

１．新規化学物質の名称

２．確認を受けた年月日

３．製造（輸入）実績数量

４．新規化学物質の使用した者における使用実
績数量（令第３条第１項第３号の場合にあ
つては、輸出先毎の輸出実績数量）
５．製造（輸入）、使用等の取扱いの過程にお
いて新規化学物質の施設外への排出又は
移動がある場合には、その概況
６．確認を受けた内容について軽微な変更があ
つた場合には、その変更内容

備考

１．用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２．標題中の「製造」及び「輸入」のうち該当しない文字は、まつ消すること。

３．｛ ｝のうち該当しない文字は、まつ消すること。

４．法人にあつては、届出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先

を記載すること。

５．氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令様式（様式第９）

（低生産量新規化学物質電算処理コード）
①構造コード ②用途コード ③申出数量 (kg）
【分子式に含まれる元素の数等】 【用途番号等】
1 10 20 28 32

・

C N S F G 数 数 環 小
数
点

全
量
中
間
物
↓

－

そ
の
他
の
原
子
団
等

25

構
造
分
類

異
性
体

中
間
物
で
な
い
↓
＋

用
途
番
号

環
の
最
多
C
開
始
鎖

Ｃ
直
結
Ｏ
Ｈ

(

含
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｈ

)

その他の元素
2

原子番号 最
長
メ
チ
レ
ン
鎖
の

メ
チ
レ
ン
の
数

O 原子番号

その他の元素
1

C 鎖
状
第
三
・
四

H

④過去の ⑤前年度の確認数量（Kg） ⑥前年度の実績数量（Kg） ⑦前年度の受付コード ⑧会社コード ⑨受付コード
確認物質 【受付番号等】 【受付番号等】

36 40 43 55

・ ・

受付番号 輸
入
↓
－

60

受付番号（右詰め）

35 47

あ
る
↓
1

な
い
↓
2

50

小
数
点

小
数
点

製
造
↓
＋

輸
入
↓
－

製
造
↓
＋

様式第９（第４条第１項関係）

少量新規化学物質製造（輸入）申出書

事 業 場 の 名 称

所 在 地

新規化学物質の名称

新規化学物質の構造式

又は示性式（いず

れも不明の場合は、

その製法の概略）

新規化学物質の物理化学

的性状

成分組成

確認を受けようとする年度

(製造・輸入を行おうとす
る年度)
製造予定数量又は輸入予

定数量
ｋｇ

新規化学物質の用途

新規化学物質を輸入しようとする場

合にあつては、当該新規化学物質が製

造される国名又は地域名

参 考 事 項

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２ 事業場の名称、所在地の欄は製造の場合のみ記入し、新規化学物質を輸入しようとする場合にあつては、当該新規化学物質が製造され

る国名又は地域名の欄に記入すること。

３ 参考事項の欄は、過去の実績（確認数量、実績数量）等を記載すること。なお、参考事項は添付書類とすることができる。 
４ 申出事項については、参考となるべき書類を添付することができる。

５ 法人にあつては、申出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先（電話番号）を記載すること。

６ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第３条第 1項第５号の確認を受けたいので、新規化学物質の製造又は
輸入に係る届出等に関する省令第４条第１項の規定により上記のとおり申し出ます。

年 月 日

氏名又は名称及び法人にあつては、
その代表者の氏名 印
住所

厚生労働大臣

経済産業大臣 殿

環 境 大 臣
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令様式（様式第１０）

様式第 10（第４条の２関係）

法第３条第１項第６号に係る高分子化合物製造・輸入申出書

１．新規化学物質の名称

２．新規化学物質の構造式（不

明の場合はその製法の概略）

３．新規化学物質の数平均分子

量

４．新規化学物質の重量平均分

子量

５．新規化学物質の単量体単位

のモル比

６．新規化学物質の単量体単位

の重量比

７．新規化学物質の外観

８．新規化学物質の用途

９．新規化学物質の純度及び不

純物

10．その他参考となるべき事項

備考
１．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。
２．別紙として以下の書類を添付すること。
(1)試験サンプルの純度、不純物及びその含有量
(2)試験サンプルを構成する単量体の名称及び官報公示番号等、単量体単位のモル比及び重量比
(3)物理化学的安定性試験結果、酸・アルカリ溶解性試験結果
(4)水・有機溶媒溶解性試験結果
(5)分子量分布、分子量1,000未満成分の含有量等
(6)懸念官能基等の有無
３．法人にあつては、申出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先を記載すること。
４．氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第３条第１項第６号の確認を受けたいので、新規化学
物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第４条の２の規定により、上記のとおり申し出ます。

年 月 日
氏名又は名称及び法人にあつては、
その代表者の氏名 印
住 所

厚生労働大臣
経済産業大臣 殿
環 境 大 臣

連絡担当者： 部署 住所 〒
氏名 電話 （ ）
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令様式（様式第１１）

様式第11（第４条の３関係）

低生産量新規化学物質の審査の特例申出書

年 月 日

厚生労働大臣
経済産業大臣 殿
環 境 大 臣

氏名又は名称及び法人にあ
つては、その代表者の氏名

印

住 所

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第５条第１項の判定を受けたいので、新

規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第４条の３の規定により、次のとお

り申し出ます。

新規化学物質の名称

備考

１．用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２．新規化学物質の名称は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第３条第１項

の規定により届け出た新規化学物質の名称と同じ名称を記載すること。

３．申出に係る新規化学物質が法第５条第１項各号のいずれに該当するかの判定に参考と

なるべき書類等を添付することができる。ただし、当該書類等は図表中の用語等軽微な

ものを除き日本語により記載されるものとする。

４．法人にあつては、届出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先を

記載すること。

５．氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令様式（様式第１２）

（低生産量新規化学物質電算処理コード）
①構造コード ②用途コード ③申出数量 (kg）
【分子式に含まれる元素の数等】 【用途番号等】
1 10 20 28 32

・

C N S F G 数 数 環 小
数
点

全
量
中
間
物
↓

－

そ
の
他
の
原
子
団
等

25

構
造
分
類

異
性
体

中
間
物
で
な
い
↓

＋

用
途
番
号

環
の
最
多
C
開
始
鎖

Ｃ
直
結
Ｏ
Ｈ

(

含
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｈ

)

その他の元素
2

原子番号 最
長
メ
チ
レ
ン
鎖
の

メ
チ
レ
ン
の
数

O 原子番号

その他の元素
1

C 鎖
状
第
三
・
四

H

④過去の ⑤前年度の確認数量（Kg） ⑥前年度の実績数量（Kg） ⑦前年度の受付コード ⑧会社コード ⑨受付コード
確認物質 【受付番号等】 【受付番号等】
36 40 43 55

・ ・

受付番号 輸
入
↓
－

60

受付番号（右詰め）

35 47

あ
る
↓
1

な
い
↓
2

50

小
数
点

小
数
点

製
造
↓
＋

輸
入
↓
－

製
造
↓
＋

様式第 12（第４条の４第１項及び第２項関係）

低生産量新規化学物質製造・輸入申出書

新規化学物質の名称

新規化学物質の構造

式又は示性式（いず

れも不明の場合は、

その製法の概略）

確認を受けようとする年度

(製造・輸入を行おうと
する年度)

製造予定数量又は輸入

予定数量
ｋｇ

参 考 事 項

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

２ 新規化学物質の名称の欄は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第３条第１項の規定により届け出た新規化学物質

の名称と同じ名称を記載すること。

３ 参考事項の欄は、過去の実績（確認数量、実績数量）等を記載すること。なお、参考事項は添付書類とすることができる。

４ 申出事項については、参考となるべき書類を添付することができる。

５ 法人にあつては、申出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先（電話番号）を記載すること。

６ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第５条第４項の確認を受けたいので、新規化学物質の製造又は輸入に
係る届出等に関する省令第４条の４第１項又は第２項の規定により上記のとおり申し出ます。

年 月 日

氏名又は名称及び法人にあっては、
その代表者の氏名 印
住所

厚生労働大臣

経済産業大臣 殿

環 境 大 臣
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令様式（様式第１３）

様式第13（第４条の５関係）

低生産量新規化学物質継続審査申出書

年 月 日

厚生労働大臣
経済産業大臣 殿
環 境 大 臣

氏名又は名称及び法人にあ
つては、その代表者の氏名

印

住 所

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第５条第７項の判定を受けたいので、新

規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第４条の５の規定により、次のとお

り申し出ます。

新規化学物質の名称

備考

１．用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

２．新規化学物質の名称は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第３条第１項

の規定により届け出た新規化学物質の名称と同じ名称を記載すること。

３．化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第５条第７項の判定に必要な試験の試

験成績を添付すること。ただし、当該試験成績は図表中の用語等軽微なものを除き日本

語により記載されるものとする。

４．法人にあつては、届出書の末尾に当該届出に係る担当部署、担当者氏名及び連絡先を

記載すること。

５．氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令様式（様式第１４）

様式第 14〔第８条〕

電子情報処理組織使用開始申出書

年 月 日

厚生労働大臣

経済産業大臣 殿

環 境 大 臣

氏名又は名称及び法人にあ

っては、その代表者の氏名 印

住所

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第８条第１項の規定に基づ

き、次のとおり申し出ます。

申出者確認コード

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格 A ４とすること。

２ 「申出者確認コード」の欄には、暗証番号として用いる７桁のアラビア数字

の組合せを記入すること。

３ 法人にあつては、届出書の末尾に、当該届出に係る連絡担当者について、以

下の事項を記載すること。

(1) 部署名

(2) 氏名

(3) 郵便番号

(4) 住所

(5) 電話番号

(6) ファクシミリ番号

(7) 電子メールアドレス

４ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令様式（様式第１５）

様式第 15〔第８条〕

電子情報処理組織使用変更届出書

年 月 日

厚生労働大臣

経済産業大臣 殿

環 境 大 臣

氏名又は名称及び法人にあ

っては、その代表者の氏名 印

住所

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第８条第３項の規定に基づ

き、次のとおり届け出ます。

変更事項

変更前

変更後

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格 A ４とすること。

２ 「変更事項」の欄には、「届出者の氏名又は名称及び法人にあつてはその代

表者の氏名」又は「届出者の住所」を記載すること。

３ 法人にあつては、届出書の末尾に、当該届出に係る連絡担当者について、以

下の事項を記載すること。

(1) 部署名

(2) 氏名

(3) 郵便番号

(4) 住所

(5) 電話番号

(6) ファクシミリ番号

(7) 電子メールアドレス

４ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。
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新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令様式（様式第１６）

様式第 16〔第８条〕

電子情報処理組織使用廃止届出書

年 月 日

厚生労働大臣

経済産業大臣 殿

環 境 大 臣

氏名又は名称及び法人にあ

っては、その代表者の氏名 印

住所

新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令第８条第３項の規定に基づ

き、次のとおり届け出ます。

１ 届出者確認コード

２ 届出者コード

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格 A ４とすること。

２ 法人にあつては、届出書の末尾に、当該届出に係る連絡担当者について、以

下の事項を記載すること。

(1) 部署名

(2) 氏名

(3) 郵便番号

(4) 住所

(5) 電話番号

(6) ファクシミリ番号

(7) 電子メールアドレス

３ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる。


